
１．計画期間

２．目　　標

沖昌エンジニアリング株式会社

③　産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の制度の周知や情報提供を行う。　

②　男性の育児・介護目的の休暇取得を推進する。

＜次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画＞

「次世代育成推進法」に基づき、下記のとおり一般事業主行動計画を策定しました。本計画により、社員の仕事と

子育ての両立を図るための「雇用環境」の整備を進めてまいります。

２０２３年４月１日　～　２０２６年３月３１日　　　（３年間）

①　小学生の子を持つ労働者の短時間労働勤務制度を導入する。　


